
3広報 いたばし令和５年(2023年)３月25日(土)

※費用の明示がないものは無料

新型コロナウイルス感染症の影響で、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください

区の組織が一部変わります
政策企画課の再編
　SDGs(持続可能な開発目標)・「絵本のまち板橋」の推進を一体的に行
うため、政策企画課を再編します。また、板橋駅の公益エリアの検討を
進めるため、板橋駅公益エリア担当係長を新設します。
課　名 係名・電話番号 主な業務内容

政策企画課

総合計画係
☎3579－2013 基本計画・実施計画などに関すること

ブランド・SDGs係
☎3579－2515

ブランド戦略・シティプロモーションに
よる魅力発信などに関すること

板橋駅公益エリア担当係長
☎3579－2515 板橋駅の公益エリアなどに関すること

契約管財課の再編
　用地の取得・財産の管理などの業務効率化を図るため、管財係・用地
係を統合し、管財用地係に変更します。
課　名 係名・電話番号 主な業務内容

契約管財課 管財用地係
☎3579－2243 公有財産の管理などに関すること

おとしより保健福祉センターに医療介護連携担当係長を移管
　医療・介護の連携をさらに推進するため、長寿社会推進課の医療介護
連携担当係長をおとしより保健福祉センターに移管します。

障がい政策課障がい者活躍推進係の新設
　障がいがある方を企業などへの就労につなげる「チャレンジ就労」を拡
大するため、同係を新設します。
課　名 係名・電話番号 主な業務内容

障がい政策課 障がい者活躍推進係
☎3579－2088 障がい者就労支援事業などに関すること

子ども政策課ヤングケアラー対策担当係長の新設
　ヤングケアラー(本来おとなが担う家事・家族の世話などを日常的に
行っている子ども)に関する対策を強化するため、同係長を新設します。
課　名 係名・電話番号 主な業務内容

子ども政策課 ヤングケアラー対策担当係長
☎3579－2471 ヤングケアラー対策などに関すること

まちづくり推進室の再編
　高島平まちづくりの進展に伴い、まちづくり推進室を再編します。
課　名 係名・電話番号 主な業務内容

まちづくり
調整課

調整・不燃化まちづくり係
☎3579－2572

まちづくり事業全般の調整・木造建築物
密集地域の改善などに関すること

高島平
まちづくり
推進課

企画・事業調整係
☎3579－2183

高島平まちづくりの計画策定・推進など
に関すること

施設計画・協働推進担当係長
☎3579－2183

高島平まちづくりの施設整備計画・協働
推進などに関すること

区長部局

教育総務課部活動改革担当係長の新設
　部活動の地域移行に向けた検討を行うため、同係長を新設します。

課　名 係名・電話番号 主な業務内容

教育総務課 部活動改革担当係長
☎3579－2261 部活動改革などに関すること

教育委員会事務局

４月
から

問　合
経営改革推進課経営改革係☎3579－2060

　４月から、道路交通法の改正により、自転車利用者のヘルメット着用
が努力義務となります。
　平成29年～令和３年に、都内で発生した自転車事故による死亡者の約
７割が、頭部に致命傷を負っています。ヘルメットを着用
していない場合の致死率は、着用している場合と比較する
と約2.3倍となっています。
　交通事故から身を守るため、おとなも子どももヘルメッ
トを正しく着用し、自転車を安全に利用しましょう。

▶区分・採用予定数＝ 表 参照▶第１
次試験日＝４月30日㈰※受験資格など
詳しくは、採用試験案内をご覧くださ
い。▶採用試験案内の配布場所＝特別
区人事委員会ホームページ▶申込＝４
月３日㈪17時まで、同ホームページ

技術職の試験が受験しやすい
内容に変わります
　土木造園(土木)・土木造園(造園)・
建築・機械・電気の１次試験は、教養
試験・論文などが廃
止され、専門試験の
みになります。ま
た、一般方式・新方
式の区別がなくな
り、試験内容が統一
されます。

表  特別区職員(Ⅰ類)採用試験
区　分 採用予定数

事務 1181人程度

土木造園(土木) 94人程度

土木造園(造園) 25人程度

建築 101人程度

機械 18人程度

電気 22人程度

福祉 141人程度

心理 20人程度

衛生監視(衛生) 39人程度

衛生監視(化学) ５人程度

保健師 105人程度

一緒に働きませんか一緒に働きませんか
特別区職員（Ⅰ類）採用試験

自転車に乗る自転車に乗るときはときは
ヘルメットヘルメットををかぶりましょかぶりましょうう

４月から努力義務

問　合
●  板橋警察署☎3964－0110 
●  志村警察署☎3966－0110
●  高島平警察署☎3979－0110
●  板橋区土木計画・交通安全課交通安全係☎3579－2517問　合 同委員会事務局任用課☎5210－9787

板橋区人事課人事係☎3579－2070

損害賠償保険・共済への加入が義務付けられています
　都条例により、自転車利用中の対人賠償事故に備える保険・共済へ
の加入が義務付けられています。
▶対象＝自転車利用者(未成年の場合はその保護者)・自転車を使用す
る事業者・自転車貸付業者


